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参考資料１ 

 

 

委員および一般からのご意見 

 

 

①委員から流域委員会への意見、指摘（2007/12/11～2007/12/26 第 68 回委員会以降） 

No. 発言者・所属等 受取日 内 容 

015 佐藤茂雄委員 07/12/12 「意見」が寄せられました。別紙015-1をご参照下さい。 

 

 

②一般からの流域委員会へのご意見（2007/12/11～2007/12/26 第 68 回委員会以降） 

No. 発言者・所属等 受取日 内 容 

910 丹生ダム対策委員会 

三國昌弘氏 

07/12/26 「淀川水系流域委員会への意見」が寄せられました。別紙

910-1をご参照下さい。 

909 藻川の堤防を考える

会 細川ゆう子氏 

07/12/26 「なぜ大戸川ダムと川上ダムはつくり余野川ダムはつくら

ないのか？」が寄せられました。別紙909-1をご参照下さい。

908 関西のダムと水道を

考える会 野村東洋

夫氏 

07/12/24 「（ダム長寿命化問題）堆砂掘削には「灌漑容量」も活用す

べき」が寄せられました。別紙908-1をご参照下さい。 

907 荻野芳彦氏 07/12/24 「質問書（６）」が寄せられました。別紙907-1をご参照下

さい。 

906 関西のダムと水道を

考える会 野村東洋

夫氏 

07/12/24 「川上ダム「長寿命化容量」と高山ダムの堆砂掘削」が寄せ

られました。別紙906-1をご参照下さい。 

905 自然愛・環境問題研

究所 浅野隆彦氏 

07/12/24 「岩倉峡の流下能力について」が寄せられました。別紙905-1

をご参照下さい。 

904 木村俊二郎氏 07/12/24 「委員会として住民意見の聴取を行う必要はないのか。」が

寄せられました。別紙904-1をご参照下さい。 

903 二矢秀雄氏 07/12/18 「丹生ダムについて」が寄せられました。別紙903-1をご参

照下さい。 

902 小山公久氏 07/12/18 「再度 河川管理者の謝罪を要求する」が寄せられました。

別紙902-1をご参照下さい。 

901 関西のダムと水道を

考える会 野村東洋

夫氏 

07/12/17 「（丹生ダム）異常渇水シミュレーションについての意見・

質問」が寄せられました。別紙901-1をご参照下さい。 

900 荻野芳彦氏 07/12/15 「質問書（５）」が寄せられました。別紙900-1をご参照下さ

い。 

899 「淀川水系流域委員

会ギャラリーのつど

い」一同 

07/12/11 「今後の委員会審議への要望書」が寄せられました。別紙

899-1をご参照下さい。 

898 宇治・世界遺産を守

る会 薮田秀雄氏 
07/12/10 「原案についての質問と意見」が寄せられました。別紙898-1

をご参照下さい。 
897 宇治「防災を考える

市民の会」梅原孝氏 
07/12/10 「「河川整備計画原案への質問回答」に対する再質問と意見」

が寄せられました。別紙897-1をご参照下さい。 
 



「河田委員の発言に共鳴した。治水、利水というと、即ダムとの考えは短絡思

考と戒められた。企業経営では保有する資産の価値をいかに上げるかというこ

とが最も重要だが、その視点でいうと、琵琶湖淀川水系のステークホルダーは、

琵琶湖という大きな資産をどう守り、どう生かし、母なる湖の価値を上げてい

くという大局にまず立つべきである。かけがえのない母なる琵琶湖という共通

認識を持ち、過去に学び、現在を反省し、将来につなげていくべきだ。短期間

でよいからその過程を経て、ダム建設にいたるべきだ。」 

015 佐藤茂雄委員
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910 丹生ダム対策委員会 三國昌弘氏
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なぜ大戸川ダムと川上ダムはつくり 

余野川ダムはつくらないのか？ 

藻川の堤防を考える会 細川 ゆう子 

 

１.第一期委員会の議論をふりかえってみよう 

 そもそもの混乱は、2003 年１月の流域委員会提言と前後して発表された河川整備計画第一

稿であった。現委員長の宮本さんが講演などで発言されているとおり、二期までの流域委員会

では基本高水についての議論はなかった。唯一、狭窄部上流だけは「河川整備の方針」におい

て「既往 大規模の洪水に対する浸水被害の解消を目標として狭窄部上流における対策を検討

する。」と計画規模が決められた。 

 ところが猪名川では、昭和 46 年の工事実施基本計画より計画規模が大幅に大きくなってし

まった。そのため、その後の二年間、猪名川部会は「銀橋上流部会」と呼びたくなるほど、大

きすぎる既往 大洪水に悩まされた。挙句の果てに、どんな施策を考えても既往 大で浸水被

害を解消できないので、目標を既往第二位にするしかなかった。 

 一方で他の狭窄部では、計画規模が小さくなってしまった。特に川上ダムを抱える上野盆地

では、既往 大実績降雨だと、上野遊水地だけで浸水被害が解消することがわかった。そこで

河川管理者は、既往 大規模降雨で検討することにした。上位 10 洪水を既往 大実績降雨量

に引き伸ばして検討したのである。流域委員の中には「既往 大実績降雨なら実際に降った雨

だから説得力があるが、既往 大規模では住民の理解を得られないのではないか」との意見も

あった。しかし、この当時の河川管理者の主張は守りたい地域が明確で、その真剣な取り組み

は評価できた。ただし 10 洪水のうち実績ではダムがなくても被害はなく、5 洪水はダムがあ

っても被害があり（河川管理者は「浸水家屋を減らせるので効果はある」と主張する）川上ダ

ムができて被害が解消するのは 10 のうち 4 洪水という結果を、ダムをつくる十分な根拠とは

思えなかった。さらに今本先生の指摘で、岩倉峡の水位流量曲線は二度にわたって修正された。

河川管理者は、修正後も十分に検討したのだろうか。以前のように資料をどんどん出してくれ

ないので、わからない。 

 大戸川ダムは、現地視察に行くと川と民家が離れていて、そのあいだは田園風景である。大

戸川が氾濫して浸水被害にあうのは数百戸。ただしダムをつくって被害が解消するのは、上位

10 洪水のうち 6 洪水のみである。大戸川ダムができても、被害がなくなるわけではない。大

戸川ダムの住民対話討論会（円卓会議）では、推進派住民が「われわれのために下流の住民が
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ダムの費用を負担してくれてもいいはずだ」との発言をくりかえしていた。彼らは、大戸川ダ

ムができても被害がなくなるわけではないと知っているのだろうか。 

 

２.大戸川ダム・川上ダムは、淀川に対して「きわめて限定的な」効果しかない 

 今回の原案、河川管理者は、桂川などの河道改修にともなう下流への流量増を抑制するため

に、川上ダムと大戸川ダムを必要としている。二期までの説明とまったく違うのは、上野盆地

や大戸川流域の浸水被害の軽減より、下流淀川の水位低減効果を強調していることだ。中上流

の治水事業は、まず下流の手当てを行うことが鉄則だという。だから下流は堤防補強を行う。

それが済んだら、中上流の浸水被害を解消する対策を行う。ずっと、そう教わってきた。 

そこでわからない。下流の手当てが済んだのに、なぜその上に下流への流量増を抑制しなけ

ればならないのか。流下能力が不足する地域の浸水被害を解消したければ、ダムに貯水するか、

流域に遊水させるか、疎通能力を上げて下流へ流すか、いずれかしかないのは当たり前だ。貯

水も遊水もさせなければ、下流が流量増になる。流量増にならないために、いちいち上流にダ

ムをつくらなくてはならないのか？そんなことをしていたら、中上流の河道改修は進まないで

はないか。 

だいいち、河道改修による流量増を抑制したいなら、その直上流にダムをつくるべきだ。桂

川の改修に川上ダムや大戸川ダムで流量を抑制するなどというのは、単なる数あわせだ。桂川

で雨が降るとき、大戸川は降っているか？前深瀬川は？猪名川では、余野川ダムの集水面積が

流域全体の 10％に満たないことから「ダムの効果はきわめて限定的である」と、第一期流域委

員会は断じている。相手は淀川である。大戸川ダムも川上ダムも、下流淀川に対しては「ダム

の効果はきわめて限定的」ではないのか。 

 

３.余野川ダムの選択との矛盾 

 余野川ダムと比較するとどうか。余野川ダムは、原案においても「当面実施しない」とされ

た。2004 年のダムワーキングで河川管理者は、余野川ダムの猪名川下流に対する水位低減効

果は 大 20cm ほどで、昭和 35 年 8 月の既往 大実績降雨で、ダムなしだと戸の内で計画高

水位を超え、ダムありだと計画高水位を下回るとのシミュレーション結果を示した。（第 2 回余

野川ダムサブ WG 資料）既往 大実績降雨で計画高水位を超えたにもかかわらず、河川管理者

の判断は「費用的に不利であるので、余野川ダムは建設せず下流の堤防補強に代える」であっ

た。また、銀橋狭窄部の開削による流量増に対する対策は、下流の河床掘削であった。 
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川上ダムや大戸川ダムと話が違うではないか。両ダムの論理でいけば、既往 大実績降雨で

下流が計画高水位を超えるので、余野川ダムはつくるべきではないのか。銀橋狭窄部の開削に

よる流量増に対しては、猪名川本川上流に新たにダムを建設しなくてはならないのではないか。

猪名川はダムなしで対応しておいて、なぜ淀川本川ではそうしないのか。今回の原案は、論理

が一貫していない。 

 

４.ダムの輪廻 

 原案では、川上ダムにダムのアセットマネジメントのための容量が加わった。提言前のダム

ワーキングで河川管理者に「ダムはどれぐらい使い続けられるのか？寿命が尽きたら撤去した

り作り直したりする費用は、建設費用に含まれているのか？」と尋ねたことがある。「コンクリ

ートは半永久的にもつと考えているが、堆砂容量がいっぱいになることはある。撤去や建て直

しの費用は、ダム建設の費用には含まれていない」という答えだった。はっきり言って、あき

れた。会社や家庭で、減価償却の費用を確保せずに物を使えるか？ダムの寿命が尽きたら、無

用の長物と化し、建て替えることも撤去することもできないのだ。河川管理者は、今ごろその

ことに危機感を持ち始めたのか。ダムの延命のために新たなダムがいると言う。 

それでなくてもダムの当初予算は、実際にかかる費用よりはるかに少ない。先日も河川管理

者は、またしても記者発表で、300 億も膨らんだ費用を公表した。神経がおかしくなっている

としか思えない。彼らが使うと決定した予算は、国民が税金として納めたものだ。子供だって

「100 円だ」と言ってお金をもらって買ったノートが 150 円もしたら、申し訳なさそうな顔

をする。「時間がかかったので物価が上がった」なんて言い訳で済むことか。時間がかかるのは

わかっているのだから、物価の上昇くらい 初から織り込み済みにすべきだ。「安い」と言って

契約させておいて、あとから値上げしたら詐欺じゃないか。 

 ダムの延命のためにダムがいるのなら、それはつくったダムの費用をさらに膨らませるのと

同じことだ。ダムのメンテナンスの費用が、新たなダム一個分というのは高すぎる対価ではな

いか。その費用を国民に払わせ続けるのか。そのことに何の痛みも感じないのなら、河川官僚

はもはや正常な神経を失っているとしか思えない。 

 ダムの輪廻は断ち切らねばならない。ダムの目的は、水の不足する住民を救うとか、水害か

ら住民の命を守るとか、誰にでも同意できるものであるべきだ。莫大な国民の血税を費やすに

ふさわしい目的なしにつくるべきではない。 
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淀川水系流域委員会殿 
 

（ダム長寿命化問題） 堆砂掘削には「灌漑容量」も活用すべき    
                          平成１９年１２月２３日 

                        「関西のダムと水道を考える会」 
                           （代表）野村東洋夫 
 

私達は先般の意見書（№892）で、高山ダム・青蓮寺ダムにつき、大阪市などの上水の利水

容量を活用することで川上ダム「長寿命化容量」は不要となることを述べましたが、この

他に、各ダムの不特定容量の中の灌漑用水のための容量も活用すべきと考えます。何故な

ら、堆砂掘削を行う非洪水期は農地の非灌漑期とほぼ重なりますが、非灌漑期における農

水取水量は例年、その水利権量の２０％程度にまで低下するため、各ダムの不特定容量か

ら河川維持水のための容量を除いた灌漑容量については、この時期、大幅な余剰（不使用）

状態となるからです。 
私達はこの点を詳しく検討すべく、必要な基礎資料を現在、河川管理者に開示要請してい

ますが、取り合えず手元資料で凡その概算をしてみた所でも、 
    高山ダム  1500 万ｍ３以上 
    青蓮寺ダム   200 万ｍ３以上 
の容量が不使用となります。 
これに先般の意見書（№892）で示した利水容量に由来する値を加えますと、 
    高山ダム  1500 万 m3＋1665 万 m3＝3165 万 m3 
    青蓮寺ダム   200 万 m3＋ 970 万 m3＝1170 万 m3 
となり、どちらも川上ダム「長寿命化容量」830 万 m3 を遥かに超える値となります。 
つまり、「上水」同様に非洪水期に大幅な不使用状態にある「農水」の容量を活用してダム

貯水池の水位を下げれば、川上ダム「長寿命化容量」を設けるより遥かに大きな水位低下

が得られる訳です。 
河川維持水は残し、水利権の変更も無く、ただ単にこの時期に余っている上水と農水の貯

水池容量を活用しようというだけの話ですから、利水者の了解は必要としても実質的には

誰にも迷惑を掛けない方法です。 
私達には河川管理者がこの事実に目を瞑っているとしか思えません。 
 
※ 比奈知ダムにつきましては、まだ詳しい検討をしておりませんが、上記とほぼ同様のことが

言えるのではないかと考えております。 

※ 布目ダムにつきましては、奈良市上水の容量が も大きな割合を占めており、しかもその大

部分をダム直下で取水するため、川上ダムに限らず、そもそも他のダムで代替することが困

難なダムと考えております。                         （以上） 
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平成 19 年 12 月 24 日 
淀川水系流域委員会  
委員長 宮本博司 様 

質 問 書（６） 
荻野芳彦（前委員） 

淀川水系流域委員会委員の皆様方には誠にご苦労様です。 
来る、第 69 回委員会（H19.12.2７）において、川上ダムについて審議が予定されております。

利水問題についてご質問とご提案をいたします。よろしくご審議頂きますようお願い致します。 
１．大阪市が持っている、青蓮寺ダムの水利権の一部を転用することについて、 

大阪市は、現在、30.976m3/s の水利権を取得している。そのうち青蓮寺ダムには 1.035m3/s を

保有している。河川管理者は、これの一部（0.358m3/s）を伊賀市水道事業者に転用するよう積

極的に水利調整を進めること。 
理由：大阪市の１日 大取水量は 19.271m3/s、１日平均取水量は 15.972m3/s であり、水利権と

の差約 11.705m3/s～15.004m3/s の未利用水を発生している。利水者の不利にならないよう、こ

れらの既開発水源の未利用水を積極的に有効に活用し、上下流の利水バランスを是正し、新規水

資源開発を抑制し、水需要管理を推進することが求められている。 
２．青蓮寺用水土地改良区の管理する幹線パイプライン（延長 18.5km、 大通水量 1.86m3/s）
を利用して、青蓮寺ダムから伊賀用水取水堰（森井堰）まで導水することについて 
河川管理者は、この幹線パイプラインの一部を伊賀市水道事業者に利用できるよう積極的に水利

調整を進めること。 
理由：青蓮寺用水土地改良区は、青蓮寺ダムから農業用水として年間 930 万 m3 を利用し、関係

主要施設を管理している。同土地改良区は青蓮寺ダムから取水し、幹線パイプラインを操作し、

地区内の灌漑用水を中央管理所において配水管理している。これら水路システムの維持管理は良

好である。ダムから幹線パイプラインをへて、矢田川に放流すると、矢田川は伊賀水道取水堰で

ある森井堰の直上流地点で木津川に合流する。地理的条件および幹線パイプラインの管理状況か

らみて伊賀水道の求める 0.358m3/s の送水は十分可能である。 
３．伊賀用水の新規水源の転換を図ること。 
河川管理者は、現在、進めている川上ダム建設に対して上記の代替案を早急にとりまとめ、伊賀

水道事業者に提案すること。 
理由：伊賀市水道事業では、現在、１市５町が合併し新規水道建設事業を展開している。これら

水道建設事業の事業費は膨大となり、さらに、水利権確保のために川上ダムに参加するもその建

設負担金及び将来の維持管理費に市の財政運営が危惧されている。上記の大阪市と青蓮寺土地改

良区との協力を得て、水利権転用と既設水源および送水施設の運用見直し等によって、財政的に

は過度な負担を抑制し、環境的にはダム建設による環境へのインパクトを軽減でき、技術的には

三重県に建設されている大規模ダム群や農業水利施設と総合的に水資源を利用でき、安定した水

需要管理が実現できる。 
以上のように、河川管理者が「基礎案」に示した４項目（利水者の水需要の精査確認、水利権の

見直しと転用、既設水源施設の再編と見直し、渇水対策会議の改正と調整）を川上ダム問題にお

いて実現して下さい。 
以 上 
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淀川水系流域委員会殿 
国土交通省近畿地方整備局殿 
 
       川上ダム「長寿命化容量」と高山ダムの堆砂掘削 
                              平成１９年１２月２３日 

                          「関西のダムと水道を考える会」 
                           （代表）野村東洋夫 
（淀川水系流域委員会殿） 
 
私達は木津川水系最大の「高山ダム」に対する川上ダム「長寿命化容量」の効果を検討し

た結果、二つの疑問を持ちましたので、このたび下記の通り、河川管理者に質問すること

にしました。回答は未だ頂いておりませんが、委員会審議の参考にして頂ければと考え、

貴委員会への意見書としました。 
      。。      。。      。。      。。 
 
（河川管理者殿） 
 
このたび私達は上述の疑問を持ちましたので、下記の通り質問致します。 
１月９日・第７０回委員会での配布資料（質問・回答集）にてご回答願います。 
 
［質問１］ 
最も堆砂が進行している高山ダムの場合、長寿命化容量 830 万 m3 は一体どの程度、貯水

池の水位低下をもたらすのか概算してみました。私達の質問（受付番号 1112）に対する河

川管理者の回答によれば、このダムの常時満水位での湛水面積は 2.60km2 とのことですか

ら、   8,300,000m3 ÷ 2,600,000m2 ＝ 3.19m 
つまり、約３ｍの水位低下です。このダムの常時満水位は標高（EL）135m ですから、こ

れが EL132m に下がることを意味します。 
しかし別紙「高山ダムの貯水池運用実績」のグラフ（→資料１）によれば、１２月、１月、

２月において実績水位がこの標高と同じか下回っている年は決して少なくありません。 
であれば堆砂掘削を無理に毎年実施せず、このような水位の低い年を選んで実施すれば, 
敢えて川上ダムに長寿命化容量を設ける必要は無いと考えますが、如何でしょうか？ 
 
［質問２］ 
前回の委員会での配布資料「川上ダム建設事業について」（第６８回委員会・審議参考資料

１）p.45 には次のように記述されています。 
  “高山ダムについては、流域面積が大きく、かつ上流にダムがあるため出水の 
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事前予測が可能であり、安全を確保した上で洪水期の掘削工事の実施は可能 
と考えている。高山ダムについては堆砂除去量が多いため、洪水期の陸上掘 
削も含めた上で効率的な堆砂除去計画を検討する。” 

別紙の堆砂状況を示すグラフ（→資料２）をよく見れば、確かにこのダムの堆砂は洪水期

制限水位（EL.117m）以下の部分に集中しており、上記［質問１］で述べたように川上ダ

ム「長寿命化容量」による僅か３ｍ程度の水位低下では（＝EL.132m）殆んど効果が無い

ようにも思われます。他方、洪水期にはダム操作規則に従って毎年、制限水位（＝EL.117m）

まで下げるのですから（→資料１）、掘削作業をこの時期に実施するのが最も効果的である

ことはその通りでしょう。 
しかし逆にここまで水位を下げれば、湖底の露出面積は必要量の掘削に対して充分であり、

敢えて川上ダム長寿命化容量を使って更に３ｍの水位低下を図ることの意味は無くなると

考えられますが、如何でしょうか。（もし否定される場合は数字を添えて具体的に回答願い

ます） 
 
［出典］ 
  （資料１）：第５４回委員会・審議資料１－１－２（スライド№16） 
  （資料２）：   〃       〃     （スライド№21） 
                                    （以上） 
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 ＜ 岩倉峡の流下能力について ＞ 
       ２００8 年 1 月 2 日 

     自然愛・環境問題研究所 

       代表 浅野隆彦 

                

〔 はじめに 〕 

 長年にわたり、『岩倉峡流下能力の真実』は闇の中を浮遊してきたが、その原因は

昭和２８年８月１５日「東近畿大豪雨水害」と 40 日後の「13 号台風水害」への検証の

甘さ、それに続く「河川管理の杜撰さ」や「全国総合開発」に群がった人々の「利権へ

の思惑」などに求める事が出来よう。ただ、今はそれらを逐一挙げて、批判するつもり

はない。淀川水系流域委員会がその闇へ一条の光を投げかけたからだ。 

 ２００５年「岩倉峡流下能力検討会」報告書が公表された。 

全観測データの多くを捨て置いたトンデモナイ検討ではあったが、水理計算の核心と

なる粗度係数について『河川工学者としての立場からいえば、中央値としてのｎ＝０．

０３７５程度を採用するのが適切と考える。』と結論づけたのであった。 

 

〔 流下能力というものについて 〕 

 流下能力と言う概念には、ある河道において堤防高さ一杯に越えないで流れる「最

大流量」と、破堤も起こさず安全に流れるであろうと「河川局が保障する？」ところの

「無害流量」というものがある。｛治水経済マニュアル（案）参照｝ 

 河道計画は「河川砂防技術基準」に則って検討される。河川施設である堤防などの

構造は「河川管理施設等構造令」という政令で決められている。その内、堤防の余裕

高さの基準については下表の通りである。 

 

 表 － １ 

計画高水流量と堤防の余裕高さ 

計画高水流量   〔㎥/Ｓ〕 余裕高さ〔ｍ〕

  ２００ 未満   ０．６ 

２００以上   ５００未満   ０．８ 

５００以上  ２０００未満   １．０ 

２０００以上 ５０００未満   １．２ 

５０００以上１００００未満   １．５ 

１００００以上   ２．０ 

  

 ところが木津川上流の「計画高水位」の設定がおかしい。横断測量図を見ると堤防

の余裕高さは本来の１．２ｍを越え、２ｍほどの余裕があったりする。この「余裕高さ」

というものが見込まれた水位を「計画高水位」（ハイウオーターレベル＝ＨＷＬ）と言っ

ている。岩倉峡水位・流量観測所地点についても異常な設定であり、「山付部」である

からには訂正が必要であろう。上野遊水地及び周辺整備との関係から早期の整理が

必要である。 

 「無害流量」とするのは本来〔堤防天端高さー余裕高さ〕である。この観点から次ペ

ージからの〔 岩倉峡流下能力の計算 〕においては、私が主張する〔堤防天端高さ 
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ー余裕高さ〕「無害流量流下能力」と近畿地整が主張する〔計画高水位〕「無害流量流 

下能力」の２つの計算を示す事とする。水理計算の核心である粗度係数については、

最近になって筆者の質問に答えｎ＝０．０３７であることを明示したので、その数値を

使い、平成１４年度測量の岩倉観測所地点横断面図、Ｈ－Ａテーブル表で検討するも

のである。 

 

〔 岩倉峡流下能力の計算 〕 

  その１．〔 「堤防天端高さー余裕高さ」無害流量 〕 

 

図－１ 流体縦断面模式図 （１） 

 
 岩倉観測所第１断面での堤防天端高さはＴ．Ｐ１３８．６ｍであり、余裕高さを基準通

り１．２ｍ差し引きＴ．Ｐ１３７．４ｍを洪水流下水面とする。第２断面での天端は更に高

い「山付部」であり、ここでは昭和 43 年以来の長い観測期間の中で、１，０００ｍ3/S

を超える流量観測時の「水面勾配」のほぼ中間値 1/４５５を流体勾配として採用する

為、Ｔ．Ｐ１３７．２９ｍを第２断面での洪水流下水面とした。１/455≒０．００２２である

ので、（１３７．４－χ）÷５０＝０．００２２と式をたて、５０Ｘ０．００２２＝（１３７．４－

χ）・・・χ＝（１３７．４－０．１１）＝１３７．２９  ∴ 故に１３７．２９ｍとする。動水勾配 

I ＝０．００２２ 

 

 次ページに岩倉観測所第２断面の「横断面図」（平成１４年６月１７日測量）を示す。 

上記の洪水流下水面での断面積は、私の分析では１，０２１．３ｍ２である。また潤辺

長さは１２８．７ｍとなる。ここにおいて径深 Ｒ＝１，０２１．３÷１２８．７≒７．９３５で

ある。 

 マ二ングの公式  平均流速υ＝１/n・Ｒ⅔・Ｉ½ 

                                     ＊ 注：小文字分数は指数である＊ 
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υ＝（１÷０．０３７）Ｘ７．９３５⅔Ｘ０．００２２½≒５．０４３（ｍ/s） 

Q=１，０２１．３×５．０４３≒５，１５０（m3/s）    このように５，１５０m3/s も流れるので

ある。 

図 －２ 第２断面 横断測量図 
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〔 岩倉峡流下能力の計算 〕 

  その２．〔近畿地整が主張する計画高水位での「無害流量」〕 

 その計画高水位での２断面における横断面積を次の表に示す。 

表 －２ H-A テーブル表 （H１４） 

＊岩倉観測所＊ 

第１断面                     第２断面 

 

 
図 －３ 流体縦断面模式図   （２） 
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     以下に平均流速、流量計算を示す。 

潤辺長さは第２断面の横断測量図を方眼紙に展開・分析し、１２４．５ｍを得た。 

第１断面計画高水位と第２断面計画位の差を洪水流の水面勾配と考えた。 

  動水勾配 I ＝（１３６．５９－１３６．３５）÷５０．０＝０．００４８ 

径深 R ＝９０７．３９÷１２４．５≒７．２９（ｍ） ＊注：小文字分数は指数である＊ 

平均流速 υ＝１/ｎ・Ｒ⅔・Ｉ½＝（１÷０．０３７）×７．２９⅔×０・００４８½≒７．０４（ｍ/ｓ） 

流量 Ｑ＝９０７．３９×７．０４≒６，３８８（ｍ3/ｓ） 

 以上の計算は水面勾配が 1/２０８．３３となり、これまでの観測実績を見れば十分存

在しているが、最も多い水面勾配とは言い難い。１/４５５を最多の水面勾配として、修

正計算を行う。 

 

  動水勾配 I ＝０．００２２   径深 R ＝７．２９ｍ 

平均流速 υ ＝（１÷０・０３７）×７．２９⅔×０．００２２½≒４．７７(ｍ/ｓ) 

流量 Q ＝９０７．３９X４．７７≒４，３２８（ｍ3/s）  このように岩倉峡流下能力は観

測所付近で４，３００ｍ3/ｓ以上となっている。（６，３８８＋４，３２８）÷２＝５，３５８ 

５，３５８ｍ3/ｓ位が近畿地整条件に基づく「岩倉峡流下能力〔計画高水位・無害流

量〕」と考えられる。〔これは「等流計算」ではあるが、非定常流の洪水における流量

計算で、マ二ングの公式を使い「最大流量」を求める場合は、水理学上も「近似値」を

示すものと認められている。〕 

 

 以上のような結果になり、近畿地整が主張する条件を使い計算したところで、彼等

が言う「岩倉峡流下能力＝３，１００ｍ3/ｓ」は全くの虚構であることがはっきりした。 

３，７００ｍ3/ｓを越える岩倉峡の疎通量は、もともと存在していたとも言えるが、昭和

２８年以来４３年に至る地元の「岩倉峡対策事業」によって、岩倉石工たちの岩石切り

出しによって、更に流下能力を拡大していたのである。今では「上野遊水地」さえ不要

ではないか！と言える。近畿地整はこれに真摯な回答を寄せなければならない。 
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委員会として住民意見の聴取を行う必要はないのか。 
 
 流域委員会の審議も進み、いずれ取りまとめに入ると思われるが、取りまとめにあたっ

て住民の意見を聴く必要があるのではないか。特に「住民連携」の委員は地域住民の意見

を聴取し、意見書に反映させるべく努力するのは委員としての責務ではないのか。 
 
 住民意見の聴取方法にもいろいろある。単純に一般公募する方法、それもテーマを決め

て公募する方法もあれば人を決めて、あるいは地域を決めて意見を求める方法もある。聴

取方法も一人以上の少数の委員がでかけて意見聴取を行う方法、文書で意見を求める方法

もあれば委員会に出席を求め意見を聴く方法もある。多様な意見聴取の方法を比較検討し、

どのような組み合わせで意見聴取するのが住民意見反映にとって望ましいのか意見を述べ

ることは流域委員会の目的に明記されていることである。 
 
 整備計画案の審議に多くの時間を取られていることは現段階では止むを得ないこととし

ても、その審議の中で住民意見反映の方法を試みることは決して不要なことではないはず

だ。いや、河川整備計画という具体的な問題があってこそ住民は意見を述べることができ

る。 
 
 流域委員会の審議の中で様々な住民意見の聴取方法を試み、具体的な住民意見聴取方法

を提案することこそ｢住民連携｣委員の責務であると思う。意見書の取りまとめにあたって

は、委員会としての住民意見聴取反映方法について審議し、意見聴取を行うことを求める。 
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 第６８回淀川水系流域委員会 
 「丹生ダムについて」 
  丹生ダム建設予定地の住民として、初めて傍聴しました。感想を申し上げま 

す。率直に申し上げますが、あまりにも程度の低い議論に愕然としました。暴 
論のオンパレードで、およそ立派な学者・研究者の議論と掛け離れた展開に呆 
れるばかりです。（一体何を議論しているの）という発言がありました。まさ 
にその通りであります。宮本委員長、川上担当者の進行に猛省をお願いしたい 
と思います。 
 このような委員会では、専門的な知識をお持ちの学識経験者のせっかくの頭 
脳が発揮されず非常にもったいないと思います。 
 専門知識以外での発言を繰り返す委員は、（農家は水をただで使っている） 
（琵琶湖を掘り下げろ）（床下浸水ぐらいＯＫ）など、上げればキリがありま 
せん。どうなるかと心配しましたが、幸いしっかりした委員もおられ、暴論を 
論していただいたことで、少しは安心しました。 
 また、発言される委員が少なく、指名されても断る委員がおられ、びっくり 
しました。発言しない委員は辞任すべきです。 
 そこで、私は淀川水系流域委員会と河川管理者に質問します。 
 淀川水系流域委員はそれぞれ専門の対象分野を持って参加されました。委員 
の皆さんは、河川管理者の提案した原案について、各自の専門的な分野での意 
見を述べるのが仕事であります。 
 ダムなどに対する評価や考え方も各委員によって違うはずであります。宮本 
委員長は、河川管理者の示した原案について委員の意見を聞き、委員会として 
の意見をまとめようとしておられるが、これは全くの誤りであります。 
 結論を一つの方向に持って行くことは、せっかくの議論を無駄にします。委 
員会に課せられた課題は、ダム建設などについての結論を出すことではなく、 
委員から出された意見のすべてを河川管理者に渡すことだと考えます。 
 河川管理者は、その意見に基づいて、適切な判断を下すべきと考えます。 
淀川水系流域委員会は、一つの考え方で組織された運動団体ではないと思いま 
す。 
 以上の点についてご回答をお願いします。 
 

2007.12.14 滋賀県余呉町 二矢秀雄 
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淀川水系流域委員会殿 
国土交通省近畿地方整備局殿 
 
   （丹生ダム）異常渇水シミュレーションについての意見・質問 
                             平成１９年１２月１５日 

                         「関西のダムと水道を考える会」 
                        （代表）野村東洋夫 

淀川水系流域委員会殿 
 
      （丹生ダム）異常渇水シミュレーションの主な論点 
 
これまでの当会の質問と、これに対する河川管理者の回答からして、掲題シミュレーショ

ンの主な論点は次の３点に絞られると思われます。 
１）６０年確率の異常渇水において、大阪市など淀川下流部の、特に上水道の給水制限 
  をどの程度まで許容するのか。 

 ２）６０年確率の異常渇水において、淀川の維持流量の減量をどの程度まで許容するの

か。（つまりは大川・神崎川の維持流量放流制限量、特に大川） 
 ３）上記の２）に関連して、６０年確率の異常渇水において、河川水の使用優先順位を

どのように考えるのか。 
今後の委員会において、これらについての十分な審議が行われることを要望します。 
     
 
国土交通省近畿地方整備局殿 
 
      （丹生ダム）異常渇水シミュレーションについての質問 
 
［質問１］ 
流域委員会での貴局（以下：河川管理者と言う）のご回答によれば、この異常渇水シミュ

レーションは６０年確率の渇水を対象としたものとのことです。そこで先ず「取水制限」

についてお聞きしたいのですが、私達は通常の１０年確率の渇水なら兎も角も、超過渇水

である６０年確率の渇水となれば、これは文字通りの異常渇水であり、人生に１度あるか

どうかの非常事態ですから、大阪市など淀川下流の上水道について、深夜の断水など一日

のある時間帯に限定した断水が実施される日が発生しても止むを得ないと考えますが、こ

の点についての河川管理者の見解をお示し下さい。 
※私達が大阪市水道局から得た回答によれば、第６５回委員会（審議資料 2-3-2）で示された

「検討ケース（２）」の取水制限の場合がこれに当ると考えられます。 
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［質問２］ 
次に淀川の「維持流量」の件でお聞きします。 
私達も河川環境を大事にすべきとは勿論考えておりますが、ただこのシミュレーションの

対象は６０年確率の異常渇水ですから、このような非常事態においては「人間優先」とせ

ざるを得ず、河川水の使用優先順位は次のようにすべきと考えますが、如何でしょうか？ 
    １）上水   ２）工水・農水  ３）維持用水 
 
［質問３］ 
維持流量の件でもう１点、お聞きします。 
私達の質問（受付番号 1204,1205,1206）への回答において河川管理者は次の事項を認めて

おられます。 
１）昭和５９年～６０年渇水において、大川維持流量が約４ヶ月間に渡り、連日のよう 

に 20m3/s 以上の放流制限（維持流量カット）が行われたこと 
２）このことが住民の生活や産業活動に与えた具体的な影響としては、唯一、大阪臨海

工業用水道の桜ノ宮取水場での取水に塩水障害が発生したことだけであったこと 
３）しかしこの取水場は廃止予定であり、現在では上記の塩水障害も発生しないこと 

然るに「異常渇水シミュレーション」が対象とするのは淀川水系のおける既往最大渇水で

あり、６０年確率とのことなのですから、昭和５９年～６０年渇水を上回るものです。従

ってこのシミュレーションにおいて大川などの維持流量放流制限を昭和５９年～６０年の

場合と同程度に条件設定することは、むしろ当然のことと考えますが、如何でしょうか。 
 
［質問４］ 
上記の３つの質問を踏まえて、最後の質問をさせて頂きます。 
私達は前述のように、６０年確率の異常渇水の場合は 
１）取水制限は上水道の一定の時間断水も止むを得ない 
２）河川水の使用優先順位は １）上水 ２）工水・農水 とし、維持用水は最後とす

べき 
３）大川の維持流量カットを昭和５９年～６０年渇水の時と同程度とすることは当然

（神崎川も同様） 
との考えの基に先般、『（丹生ダム）「異常渇水対策容量」の論拠を失った河川管理者』と題

する意見書を流域委員会に提出しました（意見書№889）。 
この中で私達は、これら３つの前提条件に立てば異常渇水シミュレーションにおける琵琶

湖最低水位は利用低水位まで下がらず、BSL－1.4m 程度で下げ止まると主張しましたが、

河川管理者もこれを認めています（受付番号 1266）。 
以上のことから私達は 
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 “取水量や維持流量カットなどの条件設定を６０年確率の異常渇水に見合ったもの 
に修正すれば、シミュレーションにおいて琵琶湖水位が利用低水位を下回ること 
はない。従って河川管理者は実質上、丹生ダム・異常渇水対策容量の必要性の論 
拠を失った” 

と考えておりますが、如何でしょうか？ 
もし否定されるのでしたら、その根拠を具体的にお示し下さい。 
                                    （以上） 
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平成 19 年 12 月 14 日 
淀川水系流域委員会  
委員長 宮本博司 様 

質 問 書（５） 
荻野芳彦（前委員） 

淀川水系流域委員会委員の皆様方におきましては、誠にご苦労様です。 
さて、第 68 回委員会（H19.12.11）において、丹生ダムについて審議がありました。これにつ

いて下記にご質問をいたします。これらは質問（４）(平成 19 年 11 月 7 日)においても提出され

たものです。河川管理者から未だに回答はありません。委員会におかれましては、不可解な説明

と不十分な回答で曖昧な結論を導くことは許されません。委員会と河川管理者はきっちり疑問に

応えて、理路整然とした審議を行い、誰もが納得いく「整備計画の案」をめざして努力して下さ

い。その際、委員から指摘がありましたように「ダムありき」から審議を行うことは無駄も多い

し、審議も姑息になります。整備計画の案からダムありきのところを削除して審議を進めるのが

よいと思われます。（質問(4)も回答がありません委員会からもう一度、回答を請求して下さい。） 
１．丹生ダムの利水計画の渇水基準年（基準点は高時川頭首工）が昭和 28 年と説明されま

したが、基準渇水流量が示されませんでした。昭和 28 年の流況図を示し、基準渇水量

を示して下さい。同時に維持流量、正常流量および確保流量（新規利水のあった時点

の）を示して下さい。 
２．昭和 28 年が基準年であると示されましたが、その理由と決定方法をデータを用いて説

明して下さい。対象とされた期間の流況図およびそれぞれの年の渇水流量を示して下

さい。 
３．昭和 51 年に、高時川頭首工で最大 11m3/s の許可水利権が与えられた根拠を、「水利権

許可の行政手続き」をもとに説明して下さい。（その際、「水利権許可の行政手続き」

を分かりやすく説明して下さい。） 
４．高時川頭首工の取水が下流の瀬切れの原因とされているが、農業用水取水と瀬切れの

因果関係を説明して下さい。 
５．丹生ダムは治水単独ダムとなり、ダム構造は「穴あきダム」とされています。ダム構

造図を示して下さい。 
６．異常渇水時の緊急水の確保が議論されました。もう一度「異常渇水」の法的定義を説

明して下さい。また、異常渇水対策のためダム事業の全国事例を紹介して下さい。 
７．琵琶湖開発事業計画では、旧建設省は 40m3/s の開発水量に対して、琵琶湖の必要水深

は制限水位を BSL－0.3m とした場合、BSL－2.0m と主張しています。それに対して

滋賀県は利用低水深を BSL－1.5m として開発水量を 30m3/s を主張して譲りませんで

した。結局、政治決着で利用低水位 BSL－1.5m において 40m3/s とされました。旧建

設省が計算された開発水量 40m3/s と BSL－2.0m の関係を技術的に明らかにする計算

根拠等を示して下さい。 
８．しかる後に、琵琶湖における「異常渇水」の行政判断を示して下さい。 
９．瀬田川洗堰操作規則の「非常渇水」の意味を上の「異常渇水」と関連して、再説明を

願います。 
以 上 
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                          ２００７年１２月１０日 

淀川水系流域委員会 様 

国土交通省近畿地方整備局 様 

宇治・世界遺産を守る会  

薮田秀雄 

 

原案についての質問と意見 
                     
受付番号 1198 の回答に対する再質問   宇治川河川整備の目標について 
回答は「後期放流を 1,500 ㎥／ｓとするとしている。・・・宇治川では 1,500 ㎥／

ｓ対応の河道整備を行うことで琵琶湖後期放流対応と併せて 150 年に一度の洪水に

対して安全な河道の整備を行うこととしている」としているがまったく納得できな

い。宇治川を戦後最大洪水・昭和 28 年台風 13 号洪水を対象に河川整備をはかるこ

とからは 1,500 ㎥／ｓは出てこない。1／150計画規模洪水対応で宇治川 1,500 ㎥／

ｓ河川整備するのであれば、原案で枚方上流の各支川の河川整備目標を戦後最大洪

水・昭和 28 年台風 13 号洪水としながら、なぜ宇治川だけを桂川や木津川と異なり

1／150 規模洪水対応にするのか納得ゆく説明をしてください。 
 
質問 1     宇治地点の計画高水流量について       
質問①昭和 46 年淀川水系工事実施基本計画の宇治川の宇治地点の計画高水流量

1,500 ㎥／ｓを決めたときに用いられた計算式および数値を説明してください。 
質問②平成19年8月に決定された淀川水系河川整備基本方針の宇治川の宇治地点

の計画高水流量 1,500 ㎥／ｓを決めたときに用いられた計算式及び数値を説明して

ください。 
 質問③原案の宇治地点の計画高水流量 1,500 ㎥／ｓを決めたときに用いた計算式

と数値を説明してください。 
 
質問２ 
 「第 67回委員会（19.11.26）審議資料 1－3－3『淀川水系における洪水調節の考

え方』」のｐ５「３．５ 整備計画原案における宇治川の改修」で「宇治地点の流量

は天ヶ瀬ダムからの放流量 1140 ㎥／ｓに宇治発電所、宇治残留域からの流入量をく

わえたものとなるため、戦後最大洪水（昭和 28 年台風 13 号）が発生した時は宇治

地点の流量は 1,500 ㎥／ｓとなる」としている。 
 受付番号226に対する回答は「第 46回委員会（H17.9.24）審議資料 1－3『大戸

川ダムの調査検討（とりまとめ）』によると宇治地点での天ヶ瀬ダム再開発後の5313
型洪水（＊昭和 28 年台風 13 号）の流量計算結果は、宇治地点の 1／150 の場合、

大戸川ダムなし・・・約 1400 ㎥／ｓ、大戸川ダムあり・・・約 1300 ㎥／ｓ」とし

ている。 
 天ヶ瀬ダム再開発後、宇治地点で戦後最大洪水（昭和 28 年台風 13 号）の洪水流

量が、1,500㎥／ｓという数値と大戸川ダムあり1,300㎥／ｓ、大戸川ダムなし1,400
㎥／ｓという数値が示されていることについて説明してください。 
 
質問３ 
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「第 67 回委員会（19.11.26）審議資料 1－3－2『計画規模の洪水の選定』」のｐ

９表 11 で基本高水ピーク流量 宇治地点 2,400 ㎥／ｓとなっている。一方河川整

備基本方針の資料では宇治地点の基本高水ピーク流量は 2,600 ㎥／ｓ（琵琶湖から

の流出を考慮）となっている。両者の関係を説明してください。 
 
質問４ 
11月 4日の「塔の島地区河川整備に関する意見交換会」で、河川管理者は宇治川

の宇治地点の計画規模1／150の計画高水流量は1,500㎥／ｓであり、天ヶ瀬ダムか

ら山科川が合流するまでの一連区間において宇治地点の計画高水流量 1,500 ㎥／ｓ

に対応した河道計画を策定するとしか説明しておらず、天ヶ瀬ダム 2 次調節などの

理由はまったく出していなかった。第 67 回委員会（H19.11.26）では宇治川 1,500

㎥／ｓ改修の理由として天ヶ瀬ダム 2 次調節が主として出てきたのはなぜか。同様

のことはこれまでの質問に対する回答に関してもいえるがなぜか。 

 

受付番号1127、1311、1313の回答に対する再質問  

11 月 4 日の「塔の島地区河川整備に関する意見交換会(H10.11.4)資料 4」の「流

出計算モデル（貯留関数法）による計算」の記述で「建設省河川砂防技術基準（案）

同解説調査」では洪水流出計算にあたっては、必要に応じ流域を流出計算モデルに

応じて適当な大きさに分割する。・・・あまり小さくしすぎると（例えば流域面積30

ｋ㎡以下）1時間単位の計算の適合しないことがあるので注意を要すると記載されて

いる」としながら、「宇治川では天ヶ瀬ダムから山科川の間においては、その間約27

ｋ㎡の流域から流入する小支川をまとめて１つの小流域支川としてモデル化し、宇

治川への流入量を求めた」として、「天ヶ瀬ダム再開発後の計画最大放流量1,140㎥

／ｓ＋宇治発電所放流量約60㎥／ｓ＋天ヶ瀬ダム～山科川間の流入量＝宇治地点計

画高水流量1,500㎥／ｓ」としている。 

一方で「宇治橋上流域における流出量の検証」として、合理式による宇治橋上流

域からの流出計算結果として下記の結果を出している。合理式 Ｑ（流出量㎥／ｓ）

＝1／3.6・ｆ（流出係数）・ｒ（洪水到達時間内の平均雨量強度）・Ａ（流域面積ｋ

㎡）  
 

 
洪水到達時間内の

平均雨量強度 
流出量 計画洪水量 

100年 
 
(mm/h) 

150年 
 
(mm/h)

流域の

範囲 
最長

流路

長 
 
(km) 

洪 水

到 達

時間 
 
(分) 

  

流域

面積

 
 
(k
㎡)   
 

流

出

係

数 
100年

 
(㎥/ｓ)

150年

 
(㎥/ｓ)

天ヶ瀬

ダ ム 

放流量 
 
(㎥/ｓ) 
 

宇治発

電所放

流量 
 
(㎥/ｓ) 

100 年

(㎥/ｓ)
150 年

(㎥/ｓ)

             
宇治橋

上流域 
10.4 
 

79.4 75.8 82.1 16.8 0.7 248 
 

268 1,140 60 1,448 1.468 

 
質問①合理式の流出計算結果に基づき宇治橋上流域の計画洪水流量（1/150）は

1140+60+268=1,468(㎥/ｓ)としている 。この場合,天ヶ瀬ダムから宇治橋上流の流域

面積は 16.8ｋ㎡である。天ヶ瀬ダムから山科川合流点上流域の流域面積は 27ｋ㎡で
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ある。同様に計算すると、山科合流点上流・宇治地点の計画洪水流量（1/150）は、

1140+60+431 =1,631(㎥/ｓ) となり、計画高水流量 1,500 ㎥／ｓを超えることになる

がどうなのか。式は適切なのか、数値は適切なのか、説明されたい。 
質問②宇治地点の計画高水流量 1,500 ㎥／ｓを求めるのに用いた「流出計算モデ

ル（貯留関数法）による計算」の計算式及び用いられた数値を説明してください。 
 
受付番号 595、1134 および 1309 の回答に対する再質問  洗堰の洪水時の放流量

について 
回答は「・全閉操作を解消した時の放流は、洗堰設置前の自然状態を想定。つま

り洗堰設置前の総流出量となるように、堰のゲートを固定し人為的に操作せず、琵

琶湖の水位の上昇に伴い流出量が大きくなるということです。・瀬田川洗堰の放流量

には、琵琶湖の水位が大きく関与します。50㎥／ｓは、瀬田川洗堰設置前の河道形

状で、琵琶湖水位が B.S.L.±0m の時の流出量です。・93 ㎥／ｓはＢＳＬ－0.3ｍの

時のものです。」と列記しているだけで納得できない。結局、基本方針と原案でいう

ところの瀬田川洗堰の洪水時も瀬田川洗堰設置前と同程度の流量を流すという内容

は定量の 93 ㎥／秒を流すのか、それとも堰を固定して琵琶湖水位の上昇するままに

いくらでも流すのかどうか、説明してください。 
 
受付番号 597 
未回答。 

 
受付番号 1310 の回答に対する再質問   洗堰の洪水時放流について 
 質問①11 月 4 日の「塔の島地区河川整備に関する意見交換会」において、「原案で

瀬田川洗堰の全閉操作を行わないこととし、洪水時においても洗堰設置前と同程度の

流量を流下させることとするとなっている。洪水時も93㎥／ｓ流すのではないか。整

備計画に洗堰の洪水時流下を加味すべきではないか」と質問したところ、河川管理者

は「瀬田川洗堰の全閉操作をしないということはやるとなっていない。整備計画期間

中に検討するということです」と説明している。そこで「この説明は正しいのか。原

案と11月4日の説明について説明を求める」質問を出したのですが、回答されていな

い。 

質問②「第67 回委員会（19.11.26）審議資料1－3－5『天ヶ瀬ダム再開発事業につ

いて』」のｐ５「２．１ 淀川水系の洪水防御と瀬田川洗堰」で「整備計画期間内にお

いて、流域全体の治水安全度の向上を図る観点から、下流に影響を及ぼさない範囲で、

原則として瀬田川洗堰の全閉操作は行わないこととし、洪水時においても洗堰設置前

と同程度の流量を流下させることを検討することとしています」としている。 

原案はｐ65 で「流域全体の治水安全度の向上を図る観点から、３）の宇治 川・瀬

田川における対策及び大戸川ダムの整備を行った後、下流に影響を及ぼさない範囲で、

原則として瀬田川洗堰の全閉操作行わないこととし、洪水時においても洗堰設置前と

同程度の流量を流下させることとする」とある。また検討については、「全閉操作規則

の見直しを検討するとともに、全閉操作を行わないこととした場合の流出増分に対す

る対応方法について検討を行い、必要な対策を講じる」とある。 

「洪水時においても洗堰設置前と同程度の流量を流下させることを検討することと

しています」と「洪水時においても洗堰設置前と同程度の流量を流下させることとす
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る」はまったく異なる内容である。一体どちらが正しいのか説明されたい。 

 質問③河川整備基本方針は琵琶湖の流出を考慮しているが、原案は琵琶湖の流出を

考慮しなくてよいのか。 

 

受付番号 861 および 1315 の回答に対する再質問 
アーチ式ダムの900㎥／ｓ放流とトンネル式放流施設の600㎥／ｓ放流による低

周波空気振動の影響は周辺住民に大きな影響を与える可能性があり、慎重なアセス

メントが必要です。回答されたダムのトンネル式放流施設の規模および放流能力な

どを説明してください。各ダムのトンネル式放流施設の低周波測定データを集めて

説明してください。 
 
質問５ 
「第 67 回委員会（19.11.26）審議資料第 1－3－5『天ヶ瀬ダム再開発について』」

のｐ32「周辺環境（低周波音）で「周辺に低周波音が発生しないような設計を実施

してゆくことで対処する」としているが実例はあるのですか。 
 

受付番号1199の回答に対する再質問  塔の島地区の河床掘削に関して  

質問①「最深河床部0.4ｍ」と「最深部0.4ｍ」は同じ意味といえるが、「0.4ｍ」は 

同じ意味とはいえない。今でも同じ意味といえるのかどうか。 

質問②回答は「『0.4ｍ掘削』という表現ではわかりにくいというご意見あったので、 

基準面を設定すれば分かりやすくなると考え、今回の説明においては51.4k+75m地点 

の測量断面における最深河床部を基準面としてそのポイントから約0.4ｍ掘削するこ 

とを示すべく、『最深河床部0.4m』という表現を用いた。」としている。51.4ｋ＋75ｍ 

地点を基準面に選んだ理由を説明してください。また基準点の位置を平面図に図示し 

てください。 

 質問③「当初計画の約3ｍ掘削、平成12年度時点の約1.1ｍ掘削もこの基準面から 

の深さと合致しています」としている。ところが「宇治川塔の島地区河川整備検討委

員会第３回委員会資料 平成13年3月16日」は「1、治水対策と環境対策に配慮した

河道掘削断面 治水対策断面 目標流量（1,500.／ｓ）流下させるために必要な本川

の断面であり、本川平均河床高から概ね1.1ｍの掘削」と約1.1ｍは本川平均河床高か

らの深さの掘削であるとしている。   

それを「平成 12 年度時点の約 1.1m 掘削もこの基準面（51.4k+75m 地点の測量断面

における最深河床部）からの深さ」と説明するのはまったくおかしい。納得ゆく説明

を求めます。 

 同様のことは当初計画の約3ｍにもいえるのではないか。 

質問④「これまでと同様の『0.4ｍ掘削』という表現に統一することといたします」

としているが、「第 67 回委員会（19.11.26）審議資料 1－3－5『天ヶ瀬ダム再開発事

業について』」のｐ９「塔の島地区の整備」では「0.4ｍ掘削」という言葉すら削除し

ているのはなぜか。 

 

受付番号 1319 の回答に対する再質問  塔の川の流下能力の算定 
 回答で「塔の島地区の河川整備で塔の川締切堤の撤去実施後の流下能力を算定す

るにあたり、落差工は現状を想定しています」とあるが、平成 19年 11月4日の「塔
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の島地区河川整備に関する意見交換会資料 4『塔の島地区河川整備について』淀川河

川事務所」の「3、塔の島地区の河川整備計画（案）」および説明で落差工を１ｍ切

り下げるとしている。計画されている落差工１ｍ切り下げで再度塔の川の流下能力

を算定して回答してください。 
また落差工を可動式にして全開した場合の塔の川の流下能力の算定は、選択肢の

一つとして検討するために求めているのであって、算定して回答してください。 
 
受付番号 876 及び 1320 の回答に対する再質問 
塔の島地区河川整備に関する検討委員会で議論されたことは会議を傍聴して知っ

ています。問題は、検討委員会は19 年春に突然休止したきりで検討委員会として塔

の島地区河川整備に関する意見をまとめたものはないといっているのです。意見書

が出されているというのであれば提示してください。 
 
受付番号 880、881、1323、1324 の回答に対する再質問    
過去に宇治市都市景観審議会へ説明に行ったということですが、何時、何回説明

に行かれたのですか。原案が出てから行かれていますか。宇治市都市景観審議会か

らまとまった意見は出ていないと思いますが出ていますか。 
 検討委員会でも橘島切り下げについては異論が出ています。市民は橘島切り下げ

について異論はあってもよいとは言っている人を聞いたことはありません。橘島 1
ｍ切り下げについてはまったく納得できません。「景観への配慮 ・人工的な構築物、

工作物をできるだけ少なくする」としているが、橘島の上面を掘削してコンクリー

トと石で固める内容はすべてが人工的な構築物、工作物ではないか。フォトモンタ

ージュを見る限り、現状よりも良くなるという内容でない。樹木が極端に少なくな

るのも問題で、橘島下流端をゆるい勾配にするために起こる問題である。橘島下流

端をゆるい勾配にする必要はありません。再検討してください。 
 
受付番号 1327 の回答の再質問 
塔の島地区河川整備の関する検討委員会委員への報告会、住民意見交換会を行っ

たとかかれていますが、私も傍聴し、また参加しています。塔の島と橘島の危険な

東側の護岸について安全性と景観の観点から改善を求めてきたのは私たちです。塔

の島、橘島の危険護岸の改善はこれまた当然のことであり、安全性と景観・環境を

考慮したものでなければならない。塔の島・橘島の東側護岸について現段階の考え

を平面図などに図示してくださいと要請しました。再度要請します。 
 
受付番号 883 および 1326 の回答への再質問 
計画案では、親水性を名目に塔の島地区のあちこちを捨石で埋めて無理に水辺に

近づこうとしているが、このような捨石工法には問題があります。宇治川はもとも

と川辺に降りられない場所もあり、降りられる場所もあります。河川は砂洲などが

できれば降りればよいのであって、無理に捨石で埋め立てる必要はないし、河川環

境を破壊するものといえます。再検討を求めます。 
 
受付番号 1318 の回答への再質問 
宇治山田護岸はついては、緩勾配化する低水部を除いてほぼ撤去することにしま
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したということなので、よく判るように平面図と断面図で示して下さいと要請しま

した。再度要請します。 
また緩勾配化する低水部は親水性の向上やナカセコカワニナの生息環境の改善を

目的としているとしていますが、あの場所はもともと川におりるところではありま

せん。川辺に降りれば亀石に上るなどの京都府レッドデータブックに記載されてい

る貴重な亀石の保全に悪い影響が懸念されます。亀石の保全の観点からも再検討し

てください。またナカセコカワニナの生息環境の改善も関係ないと思います。 
 
受付番号 956 の回答への再質問 
河積を狭め、河川環境を悪化させた塔の川締切堤、導水管、亀石遊歩道の撤去は

当然のことである。導水管は塔の川締切堤の撤去によって無用の長物となる。計画

で言う槙尾山水位計までの部分撤去でなく、天ヶ瀬吊橋までの撤去を行うべきであ

る。槙尾山水位計までの部分撤去としている理由について説明してください。 
 
受付番号 592、1306、593、1132、1307 の回答に対する再質問 
 努力されていることは分かりますが、そのまま納得していません。「第 67 回委員

（19.11.26）審議資料 1－3－5『天ヶ瀬ダム再開発事業について』ｐ38「表―補１ 

昭和 36 年 6 月洪水が発生した場合の想定浸水被害」で「第 63 回委員会審議資料 2
－2において、浸水農地面積を約1800ha と記載しましたが、正しくは約 1900ha で

す」と数値が間違っていたと記しています。 
こうなると一体どの資料のどの数値が実態を正確に示しているのかまったく分か

りません。琵琶湖浸水に関する資料についての信頼をとりもどすことは非常に困難

であると思います。琵琶湖浸水に関する資料は非常にアバウトなものだということ

は分かりました。  
 浸水被害の実態がアバウトなものであれば、琵琶湖後期放流の放流量は、琵琶湖

からすれば多ければ多いほうがよいということでしょうが、下流の宇治川から見れ

ば少ないほうがよいのであって、宇治川戦後最大洪水を上回る高水位で長期間の琵

琶湖後期 1,500 ㎥／ｓ放流をなんで受けなければならないのかまったく納得できな

いということです。 
 
質問６    琵琶湖後期 1,500 ㎥／ｓ放流について 
 琵琶湖の後期1,500㎥／ｓ放流がおこなわれる頻度はどの程度を考えているのか。

どの様な状態の時に琵琶湖の後期 1,500 ㎥／ｓ放流がおこなわれるのか。琵琶湖の

後期 1500 トン放流の継続時間・日数はどのくらいか。 
 
質問７ 
宇治川 1／150 計画規模洪水 1,500 ㎥／ｓが流下した場合と琵琶湖後期放流・天ヶ

瀬ダム放流 1,500 ㎥／ｓが流下した場合の宇治川槇島地区の堤防に与える影響は同

じものであるのか異なるものであるのか説明してください。 
 

質問８ 
塔の島地区1,500 ㎥／ｓ改修の河床掘削を実施すれば水位が約 1ｍ低下し、名勝 
亀石が陸地化し、環境と景観は修復不能までに破壊されると考えられる。河川法の
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治水と河川環境の保全の観点からどのように考えているのか再度説明されたい。 
質問９ 
天ヶ瀬ダム再開発の計画洪水時最大放流量 1,140 ㎥／ｓの根拠はなにか。再度説 

明されたい 
 
質問１０ 
第 67回委員会(H19.11.5)審議資料 1－3－2「計画規模の洪水の選定」のｐ11に「表

13 計画高水ピーク流量一覧」とあるが「計画高水流量一覧」ではないのでしょう

か。 
 
                                 以上 
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近畿地方整備局 様 
淀川水系流域委員会 様 

「河川整備計画原案への質問回答」に対する再質問と意見 

 河川整備計画原案について理解できない事項があり、07/10/14 付等で質問をし回答をい

ただきましたが、尚下記の内容について理解できず委員会で充分な審議をいただくととも

に、整備局の考えをご回答いただきますようよろしくお願いいたします。 
 

07/12/10  宇治「防災を考える市民の会」 梅原 孝 
 

① 受付番号 1225 267 への再質問② 「今後の人口見通しについて把握していない」で

は済みません。利水者から資料提出をさせ公表して判断すべきです。 
② 受付番号 1226 1088 への再質問① この資料からは実数が読み取れません。回りくど

いいい方でなしに、３市１町だけがなぜ他自治体と違うのか、実数でお示しください。 
③ 受付番号 1231 895への再質問① 10日間以上も続く前期後期の放流に耐える堤防に

は、「ドレーン工法」が良いとのことですので、「3.4 キロはむろんのこと 22.5 キロ全

てで同工法で施行する必要があるのでは」と質問しています。この回答では分かりか

ねます。 
④ 受付番号 1232 974への再質問① 974の回答では、「重要水防箇所は全て対策施行の

区間となっている。」とのことでしたが今回の回答では、「宇治川には堤防補強区間以

外にも重要水防箇所が残っている。今後検討。」と回答されています。どこの箇所が計

画外なのかお示しください。 
⑤ 受付番号 1233 866 への再質問① 戦後最大洪水なら現行ダムで可能だが、昭和 57

年台風 10 号型洪水の場合は、不足する。との回答ですが、10 号型洪水の場合の流入量、

流出係数等の算出数を回答ください。 
⑥ 受付番号 1236 1123 への再質問① 「相当大きなものになるので」とのことですが、

縦横の比率が極端に違い、また現況構造物の表示もありませんので素人にはイメージ

がつかめません。せめて宇治市役所に備え付けていただくなどして、3ｍ掘削が 0.4ｍ
掘削にどう変わったのか。流速についてもお示しください。 

⑦ 受付番号 1127 580 への再質問① この場合宇治地点は、宇治橋付近か山科川上流地

点かどちらでしょうか。また残留域からの流出量 300ｍ3/ｓとの回答ですが、流域面積、

雨量、流出係数などの具体的な計算数値を示してください。 
⑧ 受付番号 1237 905 への再質問① 「年間を通じた流況に大きな変化は生じない。」と

の回答ですが、これまでの倍近い放流量が 10 日間近く続き経験したことのない流量が

放流されることになるのに、また模型実験等の結果も影響も何も示さず「限られた期

間の変化だから」とは、あまりにも地元を軽視した回答であると考えます。 
⑨ 受付番号 1238 1099 への再質問① 知事から緊急要請が出される事態にはそれ相当

の根拠があるはずと普通は考えます。当時の気象観測の異常な事態についての報告が
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ありません。再回答願います。また「発生した長浜等の浸水被害は琵琶湖の水位上昇

が原因ではない。」との回答ですが、宇治市においてもＨ１9 年 9 月 23 日に西小倉一帯

が冠水し周辺住宅が床下浸水する内水災害が発生しています。 
⑩ 受付番号 1239、1240、1241 天ヶ瀬ダムから宇治橋の流域については、合理式で計算

し流出係数等を明確にされていますが、なぜこの流域だけは試算できるのでしょうか。

また「他は貯留関数法で計算しているので単純に流出係数として示すことは適切でな

い。」との回答ですが、それでは流出流量を計算された数式をお示しください。 
⑪ 受付番号 1227 1089 への再質問① 「安定水利権を超える取水は発電等に影響を与え

ている恐れがある。」との回答ですが、天ヶ瀬発電所 190 トン、利水分０．９㌧で３２

年間にわたって取水されてきましたが、いつどんな影響があったのでしょうか。また

600 ㌧放流のトンネルを掘らないとなぜ安定水利権が確保できないのでしょうか。 
⑫ 受付番号 1228 1091 への再質問① 府県の負担が三分の一とのことですが、京都、大

阪、と滋賀県も該当するのでしょうか。また「市町村の負担は無い。」とのことですが、

千代延委員の資料によると、大滝ダムでは事業費が当初計画で２３０億円が実際の見

込みが３６４０億円に膨らみ、和歌山市は、１３．７億円が２１６．６億円に、橋本

市は６．７億円が１０５．６億円に膨らんでいると報告されています。天ヶ瀬ダムで

は市町村の負担は本当になく全て国と府県、関電の負担でまかなうのでしょうか。 
⑬ 受付番号 1103 への質問  亀石らしく見える日数が減るのは、１４０日が４０日に減

るとの認識でいいのでしょうか。掘削で１m の水位が下がりこれが通常水位になるわ

けで増水すれば見えなくなります。「付近の水位低下が少なくなるような河床形状を

検討中」との回答ですが、何年かかっても対策案が出せない状況であり、河床掘削す

れば対策は不能であることを認め河床掘削は止めるべきです。 
⑭ 受付番号 975 899 への再質問①  前期後期の放流で１０日間以上続く河川は宇治

川しか無いと言われています。回答では「対策工は一般的な材料や施工で実施。洪水

時と後期放流時とで対策工の規模は変わらない」としていますが、あわせて１０日以

上も続く全国でも異例の河川で「なぜ変わらない」のか説明をお願いします。 
⑮ 受付番号 602への質問  洪水時の天ヶ瀬ダムからの放流量は 1140㌧との回答ですが、

現行ダム本体から８９０㌧で天ヶ瀬発電所１９０㌧放流が可能であり、６０㌧分の対

応でいいのでは。また後期放流時は、宇治発天ヶ瀬発電所を含めて１５００㌧と回答

されています。であるならトンネル放水路は６００㌧でなく３６０㌧で良いのではな

いのでしょうか。 
⑯ 受付番号 709への質問  ダム本体にさらに放流口を設けることは、「世界の技術から

して可能」と言い続けてきたことは何だったのでしょうか。アーチ式ダムを支える岩

盤に日本一のトンネルを設けることの危険性の検証が不明です。「１５０ｍ離隔距離を

確保する」とのことですが、当初からの計画だったのでしょうか。また現在左岸には

発電所の放水路などどれだけのトンネルが通っているのでしょうか。 
                      以上、よろしくお願いします。 
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